
調剤管理料・服薬管理指導料について

選定療養について

■服薬管理指導料

■調剤管理料

処方せん受付 1 回につき薬剤服用歴の記録・管理として

前回ご来局からの間隔及びお薬手帳のご提示の有無により服薬管理指導料が変わりますので予めご了承ください

2024 年 10 月 1 日から選定療養が始まりました

約 1,000 品目の対象医薬品で後発医薬品を使用しないと自己負担が増えます※

■先発医薬品（長期収載品）を希望される場合※

3 割負担の患者さまで１日 300 円分の先発医薬品を使用した場合の一例

1 日あたり 40 円の
患者さま負担増

①
内服薬あり

（3 剤まで）

1～7 日 4 点

8～14 日 28 点

15～28 日 50 点

29 日分以上 60 点

② ①以外 4 点

前回のご来局から３か月以内

かつお薬手帳をご提示の場合
45 点

前回のご来局から３か月以上

またはお薬手帳をご提示でない場合
59 点

介護老人福祉施設等に入所されている

患者さまの場合（ショートステイ等の場合も含む／月４回まで）
45 点

※対象医療品でも保険給付となる場合があります。

①医師が医療上の必要性を認める銘柄名処方 ( 後発医薬品への変更不可 ) の場合

②薬局に後発医薬品の在庫が無い等、患者さまに後発医薬品を提案することが困難な場合



療養の給付と直接関係ないサービス等取扱いについて

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

イオン薬局では、患者さまに必要な医薬品を確保するため、薬局間の医薬品の融通、地域の医療機関との

情報共有などに努めておりますのでご安心ください。

状況によっては医師に確認の上、

■同一成分・同一薬効の医薬品への変更 ■処方日数の変更 など

を行う必要が生じるため、調剤にお時間をいただく場合もございます。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ご不明な点やご心配なことなどがありましたらお気軽にご相談ください。

領収証・保険調剤明細書の発行について

当薬局では無料で領収証・保険調剤明細書を発行しております。明細書が不要な場合はお申し出ください。

また、ご負担が無い場合も無料で発行しております。

・ご家族の方が代理でお支払いいただく場合も明細書

が発行されます。

代理の方へ明細書のお渡しを希望されない場合は、

事前にお申し出ください。

・領収証の再発行は致しかねます。ご了承ください。

医薬品の供給について

療養の給付(保険利用)と直接関係のない取扱い内容 金額（税込）

自賠責保険 レセプト発行費用 1,100 円

レジ袋費（プラ製・紙製） 2～22円

患者さま等への薬剤の持参料及び配送料、代金引換手数料 実費

在宅医療に係る交通費、服薬支援ロボットのレンタル代 実費



マイナ保険証のご利用について

処方せんの有効期限について

処方せんの有効期限は発行日を含めて原則『４日以内』です。

・リフィル処方箋は２回目以降、処方箋内に記載された

「次回調剤予定日」の前後７日以内にお持ちください。

・事前にＦＡＸやポケットファーマシー等でご送付いただいた場合でも

処方箋原本を有効期限内にお持ちいただかない場合は、無効となります。

・薬局から医療機関へ問い合わせて処方箋の有効期限を延長することは

できません。

その他、薬局の体制について
イオン薬局は、下記体制を確保しています。

・災害や新興感染症発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制

・オンライン資格確認や来局された患者さまの薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得、活用して

調剤等を行う体制

・電子処方せんの受付や質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得、活用して調剤等を行う体制

薬局をご利用の際には、マイナンバーカードをご利用ください。


